
  

 遠鉄タクシー(株)タクシーチケット会員規約  

第１条（使用申込）  

1. 遠鉄タクシー株式会社（以下「当社」という）が発行する遠鉄タクシーチケット（以下「チケッ

ト」という）の使用の申込みをする者（以下「申込者」という）は、本会員規約を承認・同意の

うえ、所定のタクシーチケット使用申込書（以下「使用申込書」という）の各項目に記入捺

印し当社に提出するものとします。  

2. 当社が、審査のうえ適格と認め承認したとき、申込者とのチケット使用契約が成立したもの

とし、その申込者を遠鉄タクシーチケットの使用会員（以下「会員」という）とします。  

3. 当社は、申込者が法人の場合は法人とその役員ならびにその株主が、また申込者が個

人の場合は本人および二親等以内の血縁者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業およ

び団体またはその関係者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」という）

であると当社が認めるとき、または暴力団等反社会的勢力であったと当社が認めるとき

は、チケット使用申込みを承認しないものとします。  

4. 会員は、本会員規約の定めにより生じる会員としての一切の責務に履行義務を負うものと

します。  

  

第２条（チケットの交付および送料） 

当社は、会員からのチケット交付依頼に基づき、チケットの各券面に当社が定めた  

チケット番号を記載のうえ、予め会員が当社に届出た指定場所へチケットを送付します。 

なお、チケットの交付にかかる送料は当社が負担するものとします。  

  

第３条（チケットの利用）  

１． 会員および会員から使用を許可されてチケットを貸与された利用者（以下「利用者」という）

は、当社が指定するタクシー（以下「加盟タクシー」という）の次の各号の料金に対してチケ

ットを利用することができます。  

（１）タクシー備え付けの運賃メーターに表示された料金  

（２）有料道路を利用した場合の料金  

２． 会員および利用者は、加盟タクシーを利用した都度、チケットを当該タクシーの乗務員に

手交するものとします。  

利用額がチケット利用限度額を超過した場合のその超過額は、別葉のチケットを利用する

か、もしくは現金等の別途の決済手段にて当該タクシー乗務員に支払うものとします。  

３． チケット利用限度額は申込時および適宜、会員と当社が協議のうえ合意した額を券面に

記載するものとします。なお、特段の限度額を設けない場合は記載なしとします。  



４． 会員は、会員が許可した利用者にチケットを貸与する場合は、本条第１項および第２項に

定める事項について説明し遵守させるものとし、当該利用者が利用したチケットの利用金

額はすべて会員の負担とします。  

  

第４条（チケットの管理・所有の帰属）  

1. 第３条の規定に基づき当社が交付したチケットは、当社が会員に貸与したものであり、そ

の所有権は当社に帰属するものとします。会員および利用者は当社の事前承諾なしに、

チケットを利用者以外の第三者に譲渡、質入れすることはできません。  

2. 会員に交付したチケットの受領後の管理ならびに利用については、会員の責任とし、会

員が善良なる管理者の注意義務をもってこれにあたるものとします。なお、会員が利用者

にチケットを貸与した場合においても、本責務は免除されないものとします。  

3. 会員に交付したチケットを会員または利用者以外の第三者が利用した場合においても、

その利用料金はすべて会員が負担するものとします。  

4. 会員および利用者は、チケットの変造、換金、転売等の不正行為を行なわないものとし、

利用者を含む第三者をしての当該行為も同様とします。なお、これら不正行為の事実が 

判明した場合、当社は契約を即時に解除することができるものとします。  

  

第５条（チケットの有効期限）  

１． チケットの有効期限は、会員と当社が事前に協議のうえで合意した期限を設けることが出

来る。  

２． 会員と当社が事前に協議して合意した場合は、会員が指定する期限、ならびに利用する

日をチケットに記載することができるものとします。  

３． 会員および利用者は、本条１項２項の有効期限内、または限定した利用日の当日にチケ

ットを利用するものとします。なお、同１項２項の規定にかかわらず有効期限を越えて、ま

たは限定した利用日以外の日に利用した場合の利用料金は会員が支払うものとします。  

  

第６条（請求方法）  

１． 当社は、会員のチケット利用料金を毎月、各会員毎の使用申込書に記載の期日にて締切

り、10日以内に請求書を発行して会員に請求するものとします。  

チケット管理事務手数料の請求のある月はこれを加算して請求いたします。  

２． 請求書の発行は、会員からの特段の申し出がない限り当社より電子メールにて発信する

電子媒体での請求書とします。  

３． 当社は、請求書の発行に際し前項いずれの発行方式においても、当該請求の対象となる

利用済みチケットの原本は送付いたしません。  

なお、前項の電子メールにて発信される電子媒体での請求書には、当該請求の対象とな 

る利用済みチケットの券面画像を添付いたします。  

  



第７条（利用料金等の支払）  

1.  会員は、予め当社との間で約定した会員の預金口座から口座振替の方法により支払うも

のとします。振替日（以下「振替支払期日」という）は、金融機関ごとに当社が指定した日

（金融機関休業日の場合はその翌営業日）とします。会員の預金口座からの振替は、次

の各号のいずれかの方法によるものとし、当社が会員ごとに指定するものとします。  

（１） 毎月の請求金額を１ヶ月ごとに、請求月の翌月の振替指定日に振替えます。  

（２） 毎月の請求金額を１ヶ月ごとに、請求月の翌々月の振替指定日に振替えます。  

２． 次の各号に定める事由により生じた利用料金および損害金は会員が負担するものとし、会

員はその支払の責を免れないものとします。  

（１） 会員または利用者のチケットに紛失・盗難等の事故が生じ、第三者によって使用さ

れた場合  

なお、チケットには、紛失・盗難等の事故により生じた損害額の補償を受けるための

保険加入はありません。  

（２） 会員または利用者がチケット券面に記載のチケット利用限度額を超過して利用した

場合  

（３） 会員または利用者がチケット券面に記載の有効期限を超過して、または利用指定

日以外の日に利用した場合  

３． 会員に対する請求額の残高に会員が過去から繰越した未払金がある場合、当社は会員

から支払われる利用料金を、当該未払金の発生履歴の古い順に充当するものとします。  

  

第８条（遅延損害金） 

会員は、会員が振込支払期日または振替支払期日から６ヶ月以上支払を遅延したとき 

は、当社に対して支払期日の翌日から支払にいたるまで年１４．６％の割合で遅延損害金

を支払うものとします。  

  

第９条（チケットの追加発行および返却等）  

1. 会員は、チケットの追加発行を希望するときは電話、電子メールその他適切な方法により

当社に依頼するものとします。  

2. 当社は、次の各号に該当する場合、会員に対しチケットの追加発行数量を調整、停止し、

または会員が管理する未使用チケットの返却を求めることがあります。  

会員は、当社から未使用チケットの返却を求められたときは、速やかにこれに応じるものと

します。  

(１) 会員がチケットの利用代金の支払を遅延したとき  

(２) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき  

(３) 会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用をしたとき  



(４) 会員が希望する追加発行数量が、会員の利用実績を勘案して過大であると当社が判

断したとき  

(５) 会員のチケット利用状況が適当でないと当社が判断したとき  

(６) 会員が本会員規約に違反したとき  

(７) 会員が第１条 3項に該当すると当社が判断したとき  

(８) その他当社が必要と判断したとき  

  

第１０条（届出事項の変更）  

1. 会員は、当社に届出た事項に変更が生じたときは、速やかに所定の変更届を提出するも

のとします。  

2. 前項の届出がないことにより発生した事由については、当社は責任を負いません。  

  

第１１条（権利義務の譲渡）  

1. 会員は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して有する権利を第三者に譲渡するこ

とはできません。  

2. 会員は、当社の書面による承諾なしに、当社に対して負う義務を第三者に引き受けさせる

ことはできません。  

3. 当社は、会員および利用者または第三者がチケットの換金・転売等の不正使用を行なっ

たことにより損害を受けた場合は、会員に損害賠償を請求できるものとします。  

  

第１２条（契約の解除）  

1. 会員は、当社所定の届出書を当社に提出し、契約を解除することができます。  

2. 会員が第８条の支払期日までに支払いをなさず、また当社からの書面による催告にもか

かわらず、なおその支払期限内に支払いをなさない場合は、当社は契約を解除すること

ができるものとします。  

3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約を即時に解除することができるものと

します。  

(１) 会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき  

(２) 会員がチケットの変造・換金・転売等の不正使用を行なったとき  

(３) 会員が本会員規約に違反したとき  

(４) 会員が第１条３項に該当すると当社が判断したとき  

(５) 前各号により契約を解除されたときは、会員ならびに利用者は当然チケット利用の権

利を喪失し、未使用チケットの全部を当社に返還するものとします。この場合、次の各

号の料金についても会員は支払責任を負うものとします。  

① 契約の解除前に使用したチケットの利用料金  

② 契約の解除時に返還しなかったチケットが利用されたときの利用料金 



 

第１３条（チケットの様式） 

１． 次の各号に定めるチケットの様式に関する項目については当社が定めるものとし、当該項

目は当社の都合により改定することができるものとします。  

（１） チケット１冊あたりの綴り枚数  

（２） チケットの寸法、色、ロゴマーク等  

（３） チケットのチケット番号、ＱＲコード、  

２． 会員が、受領後のチケットの券面に会員の都合により文言等を追記する場合、会員はそ

の追記の内容・場所および方法について、事前に当社と協議し当社が認めた内容、方法

でのみ実施を行うこととする。  

  

第１４条（協議事項）  

本会員規約に定めのない事項または本会員規約の各条項に疑義が生じた場合は、会員

および当社が協議のうえこれを解決するものとします。  

  

第１５条（合意管轄裁判所） 

本会員規約に基づく会員と当社の取引について訴訟の必要が生じた場合は、当社の本

社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。  

  

  

以上 

 2019 年４月 1日  


